
 

新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する条例 

 

四季の変化に富んだふるさと新潟が誇る美しく豊かな自然は、そこに暮らす私たちの生

活に安らぎと潤いをもたらし、本県の様々な社会経済活動の基盤となってきた。また、その

美しく豊かな自然は、私たちばかりでなく、野生鳥獣にも良好な生息環境を提供し、恩恵を

もたらしてきた。 

しかしながら、今日、過疎化の進展、少子高齢化による担い手不足等を背景とする耕作放

棄地の発生や、森林の荒廃による自然環境の悪化などに伴い、一部の野生鳥獣が私たちの居

住地域に進出して農林水産物等に被害を生じさせ、時には尊い人命を奪う事態を引き起こ

している。ふるさと新潟の多様性に富んだ美しく豊かな自然を守り、県民の安全で安心な生

活を確保し、地域の活力の向上を図るための取組を進めていく必要がある。 

ここに私たちは、県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体等が相互に協力しながら一体

的に特定野生鳥獣の管理及び有効活用に取り組むことにより、人と野生鳥獣が真に共生す

る地域づくりを進め、県民の良好な生活環境の確保及び活力に満ちた地域社会の実現を目

指すことを宣言し、この条例を制定する。 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関し、基本理念を定め、県の責務

並びに県民及び特定野生鳥獣関係団体の役割を明らかにするとともに、特定野生鳥獣の管

理及び有効活用に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な事項を定め

ることにより、もって県民の良好な生活環境の確保及び活力に満ちた地域社会の実現に資

することを目的とする。 

 

(定義) 

第 2 条 この条例において「特定野生鳥獣」とは、次に掲げる野生鳥獣をいう。ただし、鳥

獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成 14年法律第88号)第 7条第 1項

の第一種特定鳥獣となった野生鳥獣を除く。 

(1) カワウ 

(2) ハシボソガラス 

(3) ハシブトガラス 

(4) ムクドリ 

(5) ニホンザル 

(6) タヌキ 

(7) ツキノワグマ 

(8) ハクビシン 



(9) イノシシ 

(10) ニホンジカ 

(11) 前各号に掲げるもののほか、県民の生命、身体若しくは財産、生態系又は生活環境に

係る被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものとして規則で定める野生鳥獣 

2 この条例において特定野生鳥獣について「管理」とは、現在及び将来における県民の生

命及び身体の安全、農林水産物等の被害の防止、自然環境の保全又は良好な生活環境の確

保を図る観点から、人為的にその生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正

な範囲に縮小することをいう。 

3 この条例において特定野生鳥獣について「有効活用」とは、捕獲等をした特定野生鳥獣

が自然の恵みであるという認識の下に、これを食品、肥料等としてできる限り有効に活用

することをいう。 

4 この条例において「特定野生鳥獣関係団体」とは、特定野生鳥獣の管理又は有効活用に

資する取組を行う団体をいう。 

(平 30 条例 48・一部改正) 

 

(基本理念) 

第 3 条 特定野生鳥獣の管理及び有効活用は、良好な生活環境を現在及び将来の県民に確

保すること並びにその有効活用による新たな付加価値を生み出す取組が地域の活力の向

上に重要であるという認識の下に県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体が相互に連携

し、及び協力することにより、行われることを基本としなければならない。 

 

(県の責務) 

第 4 条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、特定野生鳥

獣の管理及び有効活用の推進に関する施策を実施する責務を有する。 

 

(市町村との連携) 

第 5 条 県は、市町村が地域の実情に応じて実施する特定野生鳥獣の管理及び有効活用の

推進に関する施策への必要な支援並びに市町村が実施する広域的な特定野生鳥獣の管理

及び有効活用の推進に関する施策の総合調整を行うものとする。 

 

(県民の役割) 

第 6 条 県民は、基本理念にのっとり、特定野生鳥獣の特性に関する理解を深め、県及び市

町村による特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に協力するよう努めるものとする。 

 

(特定野生鳥獣関係団体の役割) 

第 7 条 特定野生鳥獣関係団体は、基本理念にのっとり、特定野生鳥獣の管理及び有効活用



に寄与する人材の育成、その管理及び有効活用のための効果的な手法に関する情報の発信

等特定野生鳥獣の管理及び有効活用に資する取組を行うよう努めるものとする。 

2 特定野生鳥獣関係団体は、県及び市町村が実施する特定野生鳥獣の管理及び有効活用の

推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

(平 30 条例 48・一部改正) 

 

(財政上の措置) 

第 8 条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関する施策を推進するため、必要な財政

上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

(施策の推進) 

第 9 条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用を推進するための施策として、次に掲げる

事項を実施するものとする。 

(1) 県民の特定野生鳥獣の特性の理解に資する情報の収集及び提供並びに特定野生鳥獣

の管理及び有効活用のための知識等の普及啓発に関すること。 

(2) 特定野生鳥獣の管理及び有効活用に携わる者の確保及び資質の向上に関すること。 

(3) 特定野生鳥獣の管理及び有効活用に資する施設の整備の推進に関すること。 

(4) 科学的知見に基づき実施する特定野生鳥獣の個体数についての調査の推進に関する

こと。 

(5) 里山等における人と特定野生鳥獣を隔てる緩衝地帯の整備等人と野生鳥獣が真に共

生する地域づくりに資する取組の支援に関すること。 

(6) 特定野生鳥獣の管理の効率化に資する調査研究の推進に関すること。 

(7) 特定野生鳥獣の有効活用を図るための調査研究の推進に関すること。 

(8) 特定野生鳥獣の管理及び有効活用を総合的かつ効果的に実施するための拠点として

の機能を担う体制の整備の推進に関すること。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、特定野生鳥獣の管理及び有効活用を図るために必要な

施策の推進に関すること。 

(平 30 条例 48・一部改正) 

 

(連携協力体制の整備) 

第 10 条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用に関する施策を総合的かつ効果的に推進

するため、県、市町村、県民、特定野生鳥獣関係団体及び鳥獣対策に関して専門的な識見

を有する者等が意見を交換し、並びに相互に連携し、及び協力することができる体制を整

備するものとする。 

 

(公表) 



第 11条 知事は、毎年度、第 9条に規定する施策その他の特定野生鳥獣の管理及び有効活

用の推進に関し講じた施策の状況を取りまとめ、公表するものとする。 

 

(顕彰) 

第 12 条 県は、特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進について顕著な功績があると認め

られるものの顕彰に努めるものとする。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(検討) 

2 県は、この条例の施行後 3年を経過した場合において、この条例の施行の状況について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附 則(平成 30年条例第 48 号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(検討) 

2 県は、この条例による改正後の新潟県特定野生鳥獣の管理及び有効活用の推進に関する

条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

必要な措置を講ずるものとする。 


